
 

 

                         広 個 審 第 ２ 号 

平成２６年２月１４日 

 

 広島市教育委員会  様  

 

 

                  広島市個人情報保護審議会 

                  会長 西 村 裕 三 

 

 

   保有個人情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について（答申） 

 

 平成２５年９月１３日付け広市教学教第８３号で諮問のあったこのことについては、

別添のとおり答申します。 

 （諮問第１９号関係） 
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別添（諮問第１９号関係）                                                           

 

答   申   書 

 

  平成２５年９月１３日付け広市教学教第８３号で諮問のあった事案（諮問第１９号で受

理）について、次のとおり答申します。 

 

第１  審議会の結論 

異議申立人（以下「申立人」という。）が行った「私が広島市長あてに送付した平成２

４年１１月５日付け『告発状』に対し作成された『処分関係文書』（以下「本件対象公文

書」という。）」に係る保有個人情報開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対し、

広島市教育委員会（以下「実施機関」という。）が不開示とした決定は、妥当です。 

 

第２  異議申立ての趣旨 

平成２５年８月１０日付け異議申立ての趣旨は、申立人が平成２５年７月２６日付け

で行った本件開示請求に対し、実施機関が平成２５年８月９日付け広市教学教第７９号

で行った保有個人情報不開示決定（以下「本件不開示決定」という。）を取り消し、本件

対象公文書の全部開示を求めているものです。 

 

第３  申立人の主張の要旨 

 

  申立人の異議申立書等での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

告発者である申立人は、処分対象者及び処分対象行為についても承知しており、処分

の内容について申立人に公開しても、実施機関の公正かつ円滑な人事の確保に支障など

なく、不開示とする理由がない。 

  

第４  実施機関の主張の要旨 

 

    実施機関の説明書での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

本件開示対象公文書に記載されている情報は、実施機関が行う人事に係わる事務に関

する情報であって、申立人に開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれがあることから、広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条例第４号。

以下「条例」という。）第１１条第４号エの規定に該当するとして、本件不開示決定を行
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ったものである。 

 

第５  審議会の判断理由 

 

  当審議会として、本件対象公文書を見分し、条例の規定に則して検討した結果、以下

のとおり判断します。 

１ 本件対象公文書は、申立人が平成２４年１１月５日付けで広島市長あてに提出し

た○○○○○○○○○○○（以下「○○○○○」という。）の処分を求める申立人

が言うところの告発状（以下「本件申出」という。）を契機に実施機関が作成した

処分関係文書であり、事案の概要、○○○○○の処分及び学校施設使用許可手続き

等が記載されていることが認められます。 

２ 公務員の職務遂行情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部

分については、条例第１１条第２号ただし書きエの規定により、開示することとな

っています。しかし、公務員の懲戒処分に係る情報については、職務に関連した情

報であっても、個人の資質の評価等に係わるものであり、みだりに開示されると、

当該個人の名誉や信用を傷つけるおそれがあり、また、条例第１１条第２号本文の

開示請求者以外の第三者の個人情報に該当するため、一般に不開示とすることが妥

当であると考えられます。 

３ また、実施機関は懲戒処分を検討する際、通常非公開を前提として当該事案の関

係者から必要な情報収集を行ったうえで、懲戒処分の是非及び内容については、一

定の裁量をもって判断を行っています。したがって、懲戒処分に係る情報について

開示されることが前提となれば、実施機関が必要な情報収集を十分に行うことが困

難になり、適切な判断ができなくなるおそれがあることは否定できません。 

  もっとも懲戒処分のうち懲戒免職処分の事案については、公益上の理由により、

個人名や処分理由等を相当程度具体的に公表していますが、本件対象公文書は、そ

のような事案ではありません。  

以上のことから、本件対象公文書を開示することは、今後の懲戒処分等の事務の

公正かつ円滑な遂行等に影響を与えるものであり、実施機関が、条例第１１条第４

号エの規定に該当するとして、不開示と判断したことは妥当です。 

４ なお、本件申出に関しては、条例上の保有個人情報開示請求の手続とは別に、市

としての説明責任を果たす意味から、実施機関は本件申出を受けてどのような対応

を取ったかについてできるかぎりの説明を申立人に対し行う必要があると考えま

す。 

 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断するものです。 
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別紙１ 

審議会の処理経過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

 ２５． ９．１３  広市教学教第８３号の諮問を受理（諮問第１９号で受理） 

 

 ２５．１１．２６ 

 （第１回審議会） 

審議 

 ２６． １．１６ 

 （第２回審議会） 

審議 
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参  考  

 

 

広島市個人情報保護審議会委員名簿（五十音順）  

 

 

氏  名 役 職 名 

大久保 憲章 広島修道大学大学院法務研究科教授 

川本 季子 広島消費者協会副会長 

西村 裕三     

（会 長） 
広島大学大学院社会科学研究科教授 

村上 香乃 弁護士 

渡辺 拓道 
中国新聞社総合編集本部 

記事審査部長 

 

 

 


